
◉ 総務部 部長　　間中　　宏

令和３年度　第５回　理事会
日　　時：令和４年３月24日（木）
	 午後２時～４時15分
場　　所：茨城県開発公社ビル　４階　大会議室
出 席 者：�正副会長、理事：26名、オブザーバー：

監事、支部長、コスモス成年後見サポー
トセンター茨城支部長、事務局長

内　　容：
議題１　審議事項
　第１号議案　		会員に対する滞納会費の減免につい

て、原案通り承認されました。
　第２号議案　		退会会員に対する滞納会費の不納欠

損処分について、原案通り承認され
ました。

議題２　協議事項
　ア　令和４年度各部予算・事業計画について

議題３　報告事項　
　ア　令和３年度本会会計等の決算見込みについて
　イ　		令和３年度新型コロナウイルス感染症に係る

行政手続き相談業務特別会計収支報告書につ
いて

　ウ　各部からの事業計画・報告について

議題４　その他
　ア　		令和４年度定時総会・定期大会までの日程に

ついて
　イ　		令和４年度定時総会・定期大会代議員等の選

出・推薦について

　その他、「コスモス成年後見サポートセンター及
び同茨城県支部の活動等」について茅根支部長より
説明がありました。

◉ 広報・監察部 部長　　石神　敦子

令和３年度日行連全国広報担当者会議への参加
日　　時：令和４年３月18日（金）
	 午後１時30分～午後５時
場　　所：オンライン会議（Zoom使用）
出 席 者：�常住日行連会長、日行連担当者、各単位会

広報部長等全53名出席。茨城会からは石神広
報・監察部長出席。

内　　容：�デジタル化社会における効果的な広報活動に
関する討議等、活発な意見交換がなされました。

会議の資料

各
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季のきらめきVol.14号取材
日　　時：令和４年３月25日（金）　午前10時～午後３時30分
場　　所：結城市役所・情報センター・蔵美館ほか市内各所
出 席 者：郡司副会長、石神部長、大嶋副部長、加藤部員
内　　容：�季のきらめきVol.14の特集記事として、結城市を取材しました。取材にあたっては、結城市経済環

境部商工観光課・総務部総務課・市教育委員会生涯学習課・TMO結城ほか各ご担当者様から貴重
なお話及びお時間を頂戴し、大変有難いご協力を賜りました。乞うご期待！

◉ 国土農地部 部長　　深谷　　孝

第２回業務研修会
日　　時：令和４年２月８日（火）　午後１時30分～午後２時45分
場　　所：茨城県開発公社ビル　４階　大会議室（Zoom配信）
出 席 者：竹内副会長、久保専門委員
講　　師：国土農地部　久保専門委員
参 加 者：38名
内　　容：申請書に添付する各種図面について

取材へのご協力、有難うございました！結城市役所にて

久保講師の熱心な講演 Zoom研修の様子

各部から

各
部
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◉ 建設部 部長　　若山　民雄

建設キャリアアップシステムについて
日　　時：令和４年２月８日（火）
	 午後３時～午後４時30分
場　　所：Zoom配信
出 席 者：竹内副会長、若山部長
講　　師：ワイズ公共データシステム株式会社
　　　　　荻原様
参加者数：29名
内　　容：
◦建設キャリアアップシステムについて
　		　2019年４月から運用が開始されている建設キャ
リアアップシステムについて、その背景や経営事
項審査への影響などを講師からご説明頂きました。

　①建設キャリアアップシステムについて
　　・システムの概要・利用までの流れ
　　・メリット・活用
　　・登録手続・料金
　②経審改正について
　　・建設キャリアアップシステムにおける経審評点への影響
　　・その他の改正事項について
　　　		　運用開始から数年経過しておりますが、まだまだ制度の認知度が低く、建設業者の皆様において利用

を躊躇されているという声があります。
　　　		　本研修にて制度をより深く知ることで顧客サービスの向上を図ることができひいては建設業界におけ

る制度の認知度を広めることができる良い機会となりました。

資料を使用したわかり易い講義！

各
部
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ら
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◉ 運輸交通部 部長　　佐藤　鉄也

第２回実務研修会
日　　時：令和４年２月16日（水）　午後３時～午後４時30分
場　　所：茨城県開発公社ビル　４階　大会議室（Zoom配信）
出 席 者：木村副会長、佐藤部長
講　　師：茨城県警察本部　交通部交通規制課課長補佐　警部　平井久司様
　　　　　茨城県警察本部　生活安全総務課　自動車盗難抑止対策分析指導係長　警部補　高星暢広様
参 加 者：22名
内　　容：◦車庫証明手続きと実務上の留意点解説
　　　　　◦ヤード条例の解説と留意点解説

Zoomを利用したわかりやすい研修

豊富な資料をありがとうございました！

各部から

各
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◉ 環境部 部長　　小島　英樹

第２回業務研修会
日　　時：令和４年２月16日（水）　午後１時30分～午後２時45分
場　　所：茨城県開発公社ビル　４階　大会議室（Zoom配信）
出 席 者：木村副会長、小島部長、阿部専門委員
講　　師：茨城県県民生活環境部廃棄物規制課　上野浩二様
参 加 者：29名
内　　容：◦申請に関して補正及び指摘が多い事項、申請の注意点等
　　　　　◦廃棄物規制課から依頼事項について

◉ 市民法務部 部長　　永塚　崇洋

第３回業務研修会
日　　時：令和４年３月９日（水）　午後１時30分～午後３時
場　　所：茨城県開発公社ビル　４階　大会議室（Zoom配信）
出 席 者：増戸副会長、永塚部長、髙谷部員、大森部員
講　　師：市民法務部員　髙谷　真一
参 加 者：33名
内　　容：書類や手続のデジタル化への準備として、概論を講義いたしました。

上野講師には熱心なご講義を頂きました

講師　髙谷　真一部員

各
部
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令和３年度　法教育実施報告
　わが茨城会は、法教育の実施について、教育委員会と協定を結んでいる、全国唯一の単位会です。
　担当部である市民法務部が中心となり、昨年度は募集開始１か月で、前年を上回る10校の申込みがありまし
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により３校が中止となり、以下の７校にて法教育（出前授業）を実施
しました。
⑴　10月24日、八千代町立川西小学校「スマホ（ネットいじめ）について」
⑵　10月20日、美浦村立安中小学校「スマホ（課金）について」
⑶　11月10日、神栖市立横瀬小学校「外国人について」
⑷　11月24日、石岡市立小桜小学校「著作権について」
⑸　12月８日、東海村立照沼小学校「買い物について」
⑹　２月４日、守谷市立松前台小学校「著作権について」
⑺　３月11日、鹿嶋市立鉢形小学校「外国人について」
　学校での授業を通じて行政書士という職業を知ってもらう、という目的もあり、この法教育事業は日行連主
導の下、全国的に拡大しております。
【昨年度、法教育担当者】
　増戸美幸（担当副会長）、永塚崇洋（市民法務部長）、中村祐治（同副部長）、髙谷真一（同部員）、大森美保
（同部員）、大澤泰弘（本会理事）、佐藤鉄也（本会理事）、内野敬仁（本会理事）

　また、法教育事業の拡大に伴い、今年度から新たに法教育推進委員会が発足しました。法教育の活動（講師、
補助）にご興味のある方は、事務局までお声かけください。
【法教育推進委員会】
　委員長　　永塚崇洋（市民法務部	部長）
　副委員長　中村祐治（市民法務部	副部長）
　委　員　　田上悟史（前	市民法務部	副部長）

安中小学校での法教育

法教育推進委員会メンバー

鉢形小学校での法教育

各部から

各
部
か
ら

8 行政いばらき No.262



◉ 申請取次行政書士管理委員会 委員長　　滝本　正吾

令和３年上半期（７〜12月）�申請取次実績報告書の集計結果
集計日：令和４年２月28日（水）　　（令和４年２月28日時点での提出者）

報告書提出対象者総数／202名　　　提出者／200名　　　未提出者／２名

実績０件	　　 133名 実績11件	　　　３名 実績41件	　　　１名

実績１件	　　　８名 実績12件	　　　１名 実績45件	　　　２名

実績２件	　　　２名 実績16件	　　　２名 実績48件	　　　１名

実績３件	　　　６名 実績17件	　　　２名 実績50件	　　　２名

実績４件	　　　４名 実績21件	　　　１名 実績51件	　　　１名

実績５件	　　　２名 実績22件	　　　１名 実績52件	　　　１名

実績６件	　　　２名 実績23件	　　　２名 実績55件	　　　１名

実績７件	　　　０名 実績24件	　　　３名 実績58件	　　　１名

実績８件	　　　３名 実績27件	　　　１名 実績61件	　　　１名

実績９件	　　　３名 実績30件	　　　１名 実績65件	　　　１名

実績32件	　　　２名 実績76件	　　　１名

実績35件	　　　２名 実績86件	　　　１名

実績37件	　　　１名 実績274件	 　　１名

０～９件の方　　163名 10件以上の方　　37名

提出者の合計　　200名

※国ごとの申請件数は別紙の集計表を参照願います。

　令和３年上半期において出入国在留管理庁長官から交付された届出済証明書を有しており、当該報告の対象
者となる方は202名おりますが、実際にご提出を頂いた方は200名であり、今般の提出率は99.01％でした。

　また、申請取次行政書士管理委員に選任されるための要件とされる「年平均10件以上」の申請件数を下半期
のみで満たす方は３７名であり、提出者全体のうち18.5％でした。
（申請取次行政書士管理委員会規程第６条第２項第６号）

　【	参	考	】実績０件　　　＝　133名（提出者全体の66.5％）
　　　　　 実績１件以上　＝　 67名（提出者全体の33.5％）

※未提出の方は、至急提出ください。実績報告書の提出がないと、申請取次行政書士管理委員会規程第９条２
項３号により、申請取次資格の更新ができません。

各
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申請取次実績報告書
※集計対象者：令和４年２月28日時点の提出者
　（報告書提出対象者総数：200名　提出者：200名　未提出者：１名　その他：１名）
� （令和３年７月～令和３年12月）

申請の
種別

申請者
の国籍

認定 変更 更新 永住 再入国
資格外
活動
許可

在留カード関係 就労
資格
証明書

特定
技能 合　計記載事項

変更届出
有効期
間更新

紛失・
汚損等
再交付

ベトナム 13 80 91 4 2 4 0 0 3 3 75 275
フィリピン 20 37 107 11 0 10 0 2 5 0 0 192
ネパール 14 26 53 4 0 20 0 0 0 1 0 118
スリランカ 21 22 45 4 0 13 0 0 12 1 0 118

中華人民共和国 25 14 41 13 5 4 2 3 1 2 5 115
パキスタン 27 9 69 3 0 1 0 0 1 0 0 110
カンボジア 14 49 33 0 0 11 0 0 0 0 0 107
インドネシア 6 45 34 0 0 1 0 0 1 0 15 102
バングラデシュ 15 15 38 3 0 4 0 0 2 1 0 78

タイ 5 17 40 4 1 0 4 0 1 0 2 74
ブラジル 9 3 25 1 0 0 0 1 0 0 1 40
大韓民国 4 3 12 4 3 1 0 1 0 0 5 33
ミャンマー 5 3 16 0 0 1 0 1 0 0 5 31

アフガニスタン 4 1 16 0 1 0 0 0 0 0 0 22
インド 3 0 14 0 1 1 0 0 0 0 0 19
ペルー 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18
イラク 4 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 16

アメリカ合衆国 2 1 11 0 0 1 0 0 0 0 0 15
ガーナ 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
モンゴル 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7
マレーシア 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
カザフスタン 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
台湾 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 6

ウズベキスタン 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
カナダ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ロシア連邦 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
イギリス 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
モーリシャス 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
オーストラリア 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
エジプト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
カメルーン 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
イタリア 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

イラン・イスラム共和国 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ヨルダン 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
スーダン 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
リベリア 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
ナイジェリア 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
アルゼンチン 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ドイツ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

アンティグア・バーブーダ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ウガンダ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
オーストリア 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ドミニカ共和国 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ハンガリー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
フランス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

217 338 698 57 13 79 6 8 26 8 109 1559

各部から
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◉ 茨城県行政書士会会員指導委員会 委員長　　郡司　孝夫

大切なお知らせ

１．職務上請求書の購入について
職務上請求書購入日
職務上請求書払出日にのみ、購入ができます。
原則毎月第１・３木曜日　午後２時〜午後５時
近くは６/16・７/７・７/21・８/４・８/18・９/１・９/15となります。

購入方法
購入を希望される会員は、払出日までに以下のものを事務局までご持参いただくか、ご郵送ください。
①購入申込書　（別紙様式第２号）※職印押印
②誓約書　　　（別紙様式第３号）※職印押印
③使用済みの職務上請求書
④コンプライアンス研修会修了証写し
⑤認印

※注意事項※
◦窓口で購人する場合には、行政書士証票または会員証をご提示ください。
◦会費滞納会員、補助者、使用人行政書士は購入できません。
◦代金は一冊800円です。（郵送の場合には、使用済みの職務上請求書と購入された職務上請求書と一緒にゆうちょ
銀行の払込取扱票を同封いたしますので、代金と送料を後ほどお支払いください。）

職務上請求書払出の際、会員指導委員会による『使用済職務上請求書』の内容確認があります。
※不適正な使用・未記載等がある場合、即日の払出しが出来ない場合があります。
※郵送申込みの場合も、上記払出日に内容確認のうえ送付いたしますので、時間に余裕を持ってお申込みください。

購入冊数
個人会員　使用中の職務上請求書を含め２冊まで
法人会員　本会に所属する社員行政書士の人数×２＋２冊まで

保管方法
◦職務上請求書控え綴りは使用済みの日付から２年間の保管義務があります。ただし、その保管期間が過ぎた場
合でも、会員指導委員会の確認を受けるまでは廃棄しないでください。確認前に紛失または廃棄してしまった
場合は、「顚末書亅を提出いただきます。

◦書き損じや不使用になった場合でも、破棄や切り離しをせず、斜線を引くなどの無効処理行い、控え綴りに保
管してください。

◦登録の抹消または法人を解散する場合には、必ず事務局まで返戻してください。

紛失・盗難された場合
◦【使用済みの職務上請求書の場合】
　「顚末書」と使用済みであることを証明する帳簿（事件簿）の写しを添えて、その理由を本会事務局に報告して
ください。

◦【使用中の職務上請求書】
　所轄の警察署へ届出するとともに、「顚末書」により本会事務局に報告してください。不正利用防止のため法務
局・茨城県・日本行政書士会連合会へ連絡いたします。

各
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２．職務上請求書払出しの取扱について
　職務上請求書払出しについては、日本行政書士会連合会が定めた「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する
規則」及び「茨城県行政書士会職務上請求書払出規程」に基づき、払出しを行なってきたところです。
　更に、払出しの管理につきましては、日行連が定めた上記規則第21条第１項で定める「払出し履歴管理表」にて会
員別に、申込日、払出日、払出方法（直／郵）、払出し番号及び控え綴りの確認日を記載し適切に管理を行ってきました。
　しかしながら、払出日及び払出し番号等について、現行では、会（事務局）のみが認識している状況にある為、今
後は、会員の皆様と認識を共有し、職務上請求書の取扱について、一層の適正な管理を進めてまいります。
　つきましては、下記のとおりお知らせするとともに、ご理解・ご協力をお願いいたします。

記

１　窓口で新たに職務上請求書を払出した場合
　　①払出し履歴管理表の受領欄に、会員の受領の押印
　　②払出し履歴管理表の備考欄に、会員指導委員会委員の押印
　　③領収証の余白に「払出し番号」を記載

２　郵便による払出の場合
　　上記１のとおり行いますが、①及び③に変えて、「ゆうちょ払込取扱票」に「払出日」及び「払出し番号」を記載します。

３　その他
　　令和３年12月より運用開始しております。なお、具体的には、別添の例のとおりです。

今回より追記

各部から

各
部
か
ら
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